
【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８９条の３・阪南市相談支援事業実施要綱第６条・岬町相談支援事業実施要綱第６条・阪南市岬町地域自立支援協議会共同設置要綱第３条】

・本部会への報告事項等の調整
・各部会との連携や、個別支援会議の把握

　

・困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整
・地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること
・地域の課題の把握、地域診断、社会資源の開発及び改善に関すること
・その他阪南市・岬町の地域全体の支援力を上げるため必要と認められる事項

「阪南市岬町地域自立支援協議会」組織図と関連会議との相関図

「専門会議」【第６条】

「座長会議」（実務者レベル】（年２～４回程度、随時開催あり）【第７条】

令和4年4月

「個別支援会議」（利用者ごとのサービス担当者会議）（随時）
・利用者に関わるサービス提供者や支援関係者が必要時に集まり、多職種協働により支援目標・個別支援計画・サービス調整などを行う

「就労支援部会」

(年３回程度）

【第2条第3号～第6号】

・障がい者の就労に関するこ

と

・工賃向上に関すること

・障害者優先調達推進法に関

すること

「相談支援事業

所連絡会」

（月１回程度）

【第2条第3号～第6号】

・相談支援事業所の連絡会

・相談支援専門員の勉強会

・新規事業所等の情報交換

・困難ケースの事例検討会

「阪南市岬町支

援者ネットワー

ク」

（２ヶ月に1回程度）

【第2条第5号】

・通所型障がい福祉サービス

事業所従業員の勉強会

・事業所同士の情報交換

・困難ケースの事例検討会

「日中サービス

支援型共同生活

援助評価部会」

（年1～2回程度）

【第2条第2号～第6号】

・日中サービス支援型共同生

活援助事業評価等に関するこ

と

(協議の場の設置等：指定基

準 第213条の10）

連携

「本部会議」（代表者レベル)(年２回程度)【第５条】
・福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立性公平性を確保するための運営評価

・地域における障害者等への支援体制に関する調整及び運営評価等

・施策の提言等、その他必要と認められる事項

把握
連携

利用者Aさん 利用者Cさん利用者Bさん 利用者Eさん利用者Dさん

「阪南市障害者施策推進協議会」
【障害者基本法第３６条第４項・阪南市障害者施策推進協議会条例】

・当事者（家族）、関係機関､行政の協働での調査及び審議による施策推

進の場

・障がい者基本計画及び障がい福祉計画、障がい児福祉計画の策定･

進捗管理

・関係機関相互の連絡調整、情報共有、課題に取り組む場

「岬町障害者施策推進協議会」
【障害者基本法第３６条第４項・岬町障害者施策推進協議会条例】

・当事者（家族）、関係機関､行政の協働での調査及び審議による施策

推進の場

・障がい者基本計画及び障がい福祉計画、障がい児福祉計画の策定･

進捗管理

・関係機関相互の連絡調整、情報共有、課題に取り組む場

「まつのき園連絡会議」（偶数月の第３木曜日）

・まつのき園(地域活動支援センター）の運営に係る報告・調整・協議の場

「精神障がいにも対応し

た地域包括ケアシステ

ムの構築のための保

健・医療・福祉関係者に

よる協議の場」

（年に２回程度）

【第2条第3号～第6号】

・地域包括ケアシステムの構

築に関すること

連携 連携 連携

連携

連携

把握
連携 連携

阪南市岬町地域自立支援協議会

「地域生活支援

部会」

（年３回程度）

【第2条第2号～第6号】

・障がい者（児）の生活に関す

ること

・権利擁護・虐待に関すること

・障害を理由とする差別の解

消の推進に関すること

・地域生活支援拠点に関する

こと

・他の専門会議に属さないこと

連携

連携


